
採用者数 退職者数

27人 13人

令和6年 令和7年 （各年4月1日現在）

406人 409人

平均給与 平均給与
月　　 額 給料 諸手当 月　　 額 給料 諸手当

消防 40歳6月 420,342円 317,947円 102,395円 40歳6月 435,747円 325,900円 109,847円

（令和６年度）

降任 免職 休職 降給

0 0 1 0 （令和６年度）

戒告 減給 停職 免職

0 0 1 0 （令和６年度）

（令和６年度）

※ 取得率とは、前年度からの繰越日数を含む年次休暇日数に対する使用日数の割合です。

11.8 31.5%

第５　職員の分限及び懲戒処分の状況
　１　職員の分限処分の状況について

　２　職員の懲戒処分の状況について

第６　職員の服務の状況
　１　年次有給休暇の状況について

平均使用日数 取得率

第４　職員の休業の状況

　１　育児休暇の状況について
男性職員 女性職員

６人 1人

毎日勤務職員 8:30 17:15 12:00～13:00

隔日勤務職員 8:30 8:30（翌日）

12:00～13:00
17:15～18:15

20:00～6:00(翌日)
* 内6時間30分

15:00～15:15
(翌日)7:00～7:15

第３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　１　勤務時間の状況について（令和７年4月1日現在）

開始時刻 終了時刻 休憩時間 休息時間

　２　職員数の状況について

※構成市併任職員3人を除く。

第２　職員の給与の状況
　１　職員の平均給与月額等について

職　種
令和6年4月1日現在 令和7年4月1日現在

平均年齢 平均年齢

佐倉市八街市酒々井町消防組合人事行政運営等の状況

第１　職員の任免及び職員数に関する状況
　１　採用・退職者数について

（採用者数は令和6年度分、退職者数は令和5年度分）

　　佐倉市八街市酒々井町消防組合の職員の任用、服務や勤務条件などの人事行政の運営等の状況及び
　職員の給与・定員管理の状況等を管内住民の皆さんにご理解いただくため、次のとおり公表します。
　　詳しくは、消防本部総務課　TEL０４３（４８１）１１９０へ



１　勤務条件に関する措置要求の状況　　　　　該当なし
２　不利益処分に関する不服申立ての状況　　該当なし

　４　千葉県市町村職員互助会による福利厚生事業について
　　　概　　　要：互助会負担金（給料額に定められた割合を乗じた金額）
　　　事業内容：千葉県市町村職員共済組合事業の補完的事業を実施している。

第９　千葉県市町村公平委員会の業務の状況（令和６年度）

　 安全責任者及び産業医、衛生管理者等を選任するとともに、安全関係者会議及び衛生委員会を開催して
職員の安全と健康の確保、職場環境の改善を図っている。また、職員の健康管理状態を把握し、健康障害や
疾病の早期発見を行うための定期健康診断や産業医による職場巡視・健康相談等を実施している。その他、
災害現場での感染予防のため、Ｂ型肝炎･破傷風等の予防接種を実施している。

　２　公務災害の発生状況について
　　　認定件数　５件

　３　千葉県市町村職員共済組合による福利厚生事業について
　　　概　　　要：共済組合負担金（給料額に定められた割合を乗じた金額）
　　　事業内容：出産費支給等保健事業、年金事務、各種福祉事業を実施している。

第７　職員の研修の状況（令和６年度）
　 職員の消防業務等に関する基礎研修及び専門研修として、消防大学校、千葉県消防学校、救急振興財団
等の救急救命士研修及び千葉県自治研修センターの各種研修機関等を利用し、階層別、職務別研修等を
実施している。
　 更に、一部の職員を対象とした安全運転講習及び職員の一般教養に関する研修会を実施し、職員の消
防、その他の分野における能力アップを目的とした研修等も実施している。

第８　職員の福祉及び利益の保護の状況（令和６年度）
　１　職員の安全と健康に関する事業について


